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（
イ
ラ
ク
人
道
復
興
支
援
活
動
等
及
び
武
力
攻
撃
事
態
等
へ
の
対
処
に
関
す
る
特
別
委
員
会
）

千
九
百
四
十
九
年
八
月
十
二
日
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
の
非
国
際
的
な
武
力
紛
争
の
犠
牲
者
の
保
護
に
関
す
る

追
加
議
定
書
（
議
定
書
Ⅱ
）
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件
（
閣
条
第
一
二
号

（
衆
議
院
送
付
）
要

）

旨

こ
の
追
加
議
定
書
は
、
千
九
百
四
十
九
年
八
月
十
二
日
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
作
成
後
の
い
わ
ゆ
る
内
乱
等
の
増
加
と
い
う

状
況
を
踏
ま
え
、
国
際
的
な
武
力
紛
争
に
適
用
さ
れ
る
第
一
追
加
議
定
書
と
併
せ
て
、
一
九
七
七
年
（
昭
和
五
十
二
年
）
に
同

諸
条
約
を
補
完
し
及
び
拡
充
す
る
も
の
と
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
非
国
際
的
な
武
力
紛
争
の
犠
牲
者
を
一
層
保
護
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
、
傷
病
者
、
文
民
等
の
保
護
及
び
戦
闘
の
方
法
の
規
制
等
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
追
加
議
定
書
は
、
前
文
及
び
本
文
二
十
八
箇
条
か
ら
成
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
こ
の
議
定
書
は
、
千
九
百
四
十
九
年
八
月
十
二
日
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
（
以
下
「
諸
条
約
」
と
い
う

）
の
そ
れ
ぞ
れ

。

の
第
三
条
に
共
通
す
る
規
定
を
そ
の
現
行
の
適
用
条
件
を
変
更
す
る
こ
と
な
く
発
展
さ
せ
か
つ
補
完
す
る
も
の
で
あ
り
、
第

一
追
加
議
定
書
第
一
条
の
対
象
と
さ
れ
て
い
な
い
武
力
紛
争
で
あ
っ
て
、
締
約
国
の
領
域
に
お
い
て
、
当
該
締
約
国
の
軍
隊

と
反
乱
軍
そ
の
他
の
組
織
さ
れ
た
武
装
集
団
（
持
続
的
に
か
つ
協
同
し
て
軍
事
行
動
を
行
う
こ
と
及
び
こ
の
議
定
書
を
実
施
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す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
支
配
を
責
任
の
あ
る
指
揮
の
下
で
当
該
領
域
の
一
部
に
対
し
て
行
う
も
の
）
と
の
間
に
生
ず
る

す
べ
て
の
も
の
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

二
、
こ
の
議
定
書
は
、
暴
動
、
独
立
の
又
は
散
発
的
な
暴
力
行
為
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
性
質
の
行
為
等
国
内
に
お
け
る

騒
乱
及
び
緊
張
の
事
態
に
つ
い
て
は
、
武
力
紛
争
に
当
た
ら
な
い
も
の
と
し
て
適
用
し
な
い
。

三
、
こ
の
議
定
書
の
い
か
な
る
規
定
も
、
国
の
主
権
等
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
又
は
武
力
紛
争
若
し
く
は
武

力
紛
争
が
生
じ
て
い
る
締
約
国
の
国
内
問
題
等
に
介
入
す
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
た
め
に
援
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

四
、
敵
対
行
為
に
直
接
参
加
せ
ず
又
は
敵
対
行
為
に
参
加
し
な
く
な
っ
た
す
べ
て
の
者
は
、
そ
の
自
由
が
制
限
さ
れ
て
い
る

、

、

。

、

か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず

身
体

名
誉
並
び
に
信
条
及
び
宗
教
上
の
実
践
を
尊
重
さ
れ
る
権
利
を
有
す
る

こ
れ
ら
の
者
は

す
べ
て
の
場
合
に
お
い
て
、
不
利
な
差
別
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
人
道
的
に
取
り
扱
わ
れ
る
。

五
、
す
べ
て
の
傷
者
、
病
者
及
び
難
船
者
は
、
武
力
紛
争
に
参
加
し
た
か
否
か
を
問
わ
ず
、
尊
重
さ
れ
、
か
つ
、
保
護
さ
れ

る
。

六
、
医
療
要
員
及
び
宗
教
要
員
は
、
尊
重
さ
れ
、
か
つ
、
保
護
さ
れ
る
。

七
、
医
療
組
織
及
び
医
療
用
輸
送
手
段
は
、
常
に
尊
重
さ
れ
、
か
つ
、
保
護
さ
れ
る
も
の
と
し
、
ま
た
、
こ
れ
ら
を
攻
撃
の
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対
象
と
し
て
は
な
ら
な
い
。

八
、
文
民
た
る
住
民
及
び
個
々
の
文
民
は
、
軍
事
行
動
か
ら
生
ず
る
危
険
か
ら
の
一
般
的
保
護
を
受
け
る
。

九
、
戦
闘
の
方
法
と
し
て
文
民
を
飢
餓
の
状
態
に
置
く
こ
と
及
び
文
民
た
る
住
民
の
生
存
に
不
可
欠
な
物
を
攻
撃
し
、
破
壊

し
、
移
動
さ
せ
又
は
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
は
、
禁
止
す
る
。

十
、
危
険
な
力
を
内
蔵
す
る
工
作
物
等
、
す
な
わ
ち
、
ダ
ム
、
堤
防
及
び
原
子
力
発
電
所
は
、
こ
れ
ら
の
物
が
軍
事
目
標
で
あ

る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
攻
撃
に
よ
っ
て
文
民
た
る
住
民
の
間
に
重
大
な
損
失
を
も
た
ら
す
と
き
は
、
攻
撃
の
対
象
と
し
て
は

な
ら
な
い
。

十
一
、
文
化
財
及
び
礼
拝
所
を
対
象
と
す
る
敵
対
行
為
を
行
い
又
は
軍
事
上
の
努
力
を
支
援
す
る
た
め
に
利
用
す
る
こ
と
は
、

禁
止
す
る
。

十
二
、
文
民
た
る
住
民
の
移
動
は
、
そ
の
文
民
の
安
全
又
は
絶
対
的
な
軍
事
上
の
理
由
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
場
合
を
除

く
ほ
か
、
命
令
し
て
は
な
ら
ず
、
ま
た
、
文
民
は
、
自
国
の
領
域
を
離
れ
る
こ
と
を
強
要
さ
れ
な
い
。

十
三
、
締
約
国
の
領
域
に
あ
る
救
済
団
体
は
、
武
力
紛
争
の
犠
牲
者
に
関
す
る
伝
統
的
な
任
務
を
遂
行
す
る
た
め
役
務
を
提
供

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
文
民
た
る
住
民
は
、
傷
者
、
病
者
及
び
難
船
者
の
収
容
及
び
看
護
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。


